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風水害対策の徹底と避難所でのコロナウイルス感染症対策について 
 

令和２年５月２０日 
危機管理政策課  

 
① ６月からの出水期に備え、誰ひとり逃げ遅れることなく安全に避難する意識を住民一人

ひとりが持つよう、以下の点を住民に周知してください。 
  

・早め早めに安全な場所に避難すること（自主避難含む） 
・「警戒レベル４」で、全員避難すること 
・防災・気象情報をこまめにチェックすること  など 

 
 
 
② 併せて、避難勧告等の避難情報の発出については、従来どおり以下の点に留意してくだ

さい。 
 
・夜間の状況も勘案して、早め早めに発出すること（可能な限り日中） 
 ※状況が急変した場合には、夜間でも避難情報の発出を検討すること。 
・多様な手段を用いて、確実に住民へ伝達すること 

  
 
 
 
③ なお、今季については新型コロナウイルス感染症のまん延状況を鑑み、住民へは①の内

容に加えて、以下の内容の周知徹底を図ること。 
 
【避難を検討される方】  
・住民一人ひとりが、自身の健康状態を確認すること 
・近隣の親戚・知人宅への避難も検討すること（状況に応じて、屋内での安全確保） 

・必要な物は持参すること（食料・水、マスクなど） 

  【避難をされた方】 
   ・基本的な衛生対策を徹底すること（マスク着用、手洗い、咳エチケットなど） 
   ・避難者同士が十分な距離をとること（概ね２ｍ） 
 
 
 
 
④ ③と関連して、市町村は以下の点に留意して、避難所の準備・運営に当たること。 

※準備に当たっては、県補助金も十分に活用してください。 

 

・可能な限り多くの避難所を確保すること 

 →特に、自宅待機者（無症状だが２週間自宅待機など）への対応のため、あらかじ 

め受け入れのための施設を想定・用意を進めること 

・体調不良者への対応のため、避難所施設としての体育館のほか、教室等別室の活用 

も検討すること 

・避難者の健康状態を確認すること（避難時、避難生活時） 

  ・避難所内での十分な換気の実施すること 

・避難者の十分なスペースの確保をすること 



〇新型コロナウイルス感染症がまん延している状況において、６月からの出水期を控え、
市町村は避難所に避難する全ての避難者の健康状態を確認し、避難所内の衛生対策を徹
底するという、今までに経験がない業務に対応する必要がある。そのための準備を全県
的に早急に進めるため、緊急的な支援を実施することとした。 

 
〇市町村においては、本事業を活用しながら、住民が感染症のリスクから避難所への避難
をためらうことがないよう、安全安心な避難所の環境整備に努めていただきたい。 

 

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策避難所特別支援事業について 

令和２年５月２０日 危機管理政策課 

 

 

 

 

 

※鳥取県が緊急事態宣言の対象となった４月１６日以後の市町村の取組についても特例的に支援の対象とする。 

 

１ 対象経費、補助率など 

１ 

補助事業 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

限度額 

令和２年度新型コロナ

ウイルス感染症対策避

難所特別支援事業 

市町村 指定避難所において、

新型コロナウイルス感

染症対策の実施に必要

な 需 用 費 （ 消 耗 品

費）、備品購入費等 

2/3 市は1,000千円、 

町村は400千円 

※全１９市町村が対象。事業費10,000千円（1,000千円×４市、400千円×15町） 

※「新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費（財政課補正予算）」にて対応 

 

 

２ 資機材の整備例 ※整備例に関わらず、補助事業の目的に合致するものは対象とする。 

避難者の健康状態の確認 

（避難時及び避難所生活時） 

体調不良者への対応 

非接触型体温計、消毒液、サージカルマスク、ガウ

ン（代替品として、雨合羽も可）、体温計、アルコ

ールタオル 等 

間仕切り、プライベートテント 等 

 



避難者 

健康 体調不良 

（風邪の症状がある等） 

体育館等 教室等(別室) 

※スペース等ない場合は、間仕切りテントで経過観察 

さらに体調不良 

（例：高熱が続く） 

市町村の福祉部局や、避難所巡回の保健師等とも相談

し対応を決定する。（医療機関への移送など） 

体調不良 

（風邪の症状がある等） 

 

 

 

 

 

自宅待機者 
市町村が指定

する施設等 

(1)避難時の健康状態の確認 

(2)避難生活時の健康状態の確認 

避難所における新型コロナウイス感染症対策について（本補助金の適用例） 

令和２年４月２８日（５月１５日修正） 危機管理政策課 

 

 新型コロナウイルス感染症がまん延している状況において、６月からの出水期を控え、市町村

は避難所に避難する全ての避難者の健康状態を確認し、避難所内の衛生対策を徹底するという、

今までに経験がない業務に対応する必要がある。そのための準備を全県的に早急に進めるため、

緊急的な支援を実施することし、以下に想定されるフロー図と本補助金の適用例を整理する。 

 

 ※ ＰＣＲ検査で陽性となった者で、指定医療機関で療養中の者、宿泊療養をしている軽症の者、自宅待機者

（ＰＣＲ検査で陰性となったが２週間の経過観察を求められている者及び検査結果待ちの者）については、

別途対応を検討する。 

 

１ 避難者の健康状態の確認 

（１）避難時：検温や問診により、避難所に受け入れる前に避難者全員の健康状態を確認する。 

（必要な資機材例：非接触型体温計、消毒液、サージカルマスク） 

 

（２）避難所生活時：（１）以後、避難者の健康状態を毎日確認する。（保健師等の巡回も実施） 

可能であれば、避難者自身による検温も実施する。 

（必要な資機材例：上記１の資機材に加え、電子体温計及びアルコールタオルなど） 

２ 体調不良者への対応 

  できる限り別室を準備する。 

スペース等がない場合は間仕切りテント等でスペースを確保する。 

（必要な資機材例：間仕切りテントなど） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 自宅待機者への対応 

 （今後、市町村に依頼） 

 

 

 

  

【参考：新型コロナウイルス感染症を発症の判断の目安（５月８日修正）】 

１．息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

２．重症化しやすい方（※）や妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

 （※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫

抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

３．上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

 （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合

にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

※小児の場合も、上記を目安とすること。 

 

（このほか、初期症状の可能性があるもの） 

〇味覚、嗅覚の異常（味や匂いがわからなくなる） 



＜担当＞ 鳥取県 県土整備部河川課水防担当 0857-26-7386
〇〇県土整備事務所〇〇〇〇課 0000-00-0000

このため、従来の河川整備に加えて、住民の皆様の安全・確実な避難行動につなげる
ための事業を推進しています。

◎鳥取県の主な取組

防災トリピー
安全・確実な住民避難につなげる水防対策事業

鳥取県

◎安全な避難行動

警戒レベル〇
共助

〇〇観測所・・・〇〇〇水位
〇〇地区土砂災害警戒情報
〇〇地区時間雨量〇〇mm

平成30年７月豪雨や令和元年東日本台風(19号)では、大規模な豪雨が発生した
結果、多くの河川において堤防が決壊し、甚大な水害が発生しました。
堤防が決壊した主な要因としては、治水施設の能力を超えた降雨量となり、長時間にわ
たり河川水が堤防を越えたため(越流)、決壊に至ったと推定されています。
鳥取県でも、こうした大規模な豪雨による堤防決壊が発生する可能性があります。

◎安全・確実な避難行動

◎鳥取県の主な取組

◎鳥取県の主な取組◎大規模な豪雨による堤防決壊

各種の防災情報を入手して、地域で助け合って安全・確実に避難をしてください。
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＜担当＞ 鳥取県 県土整備部河川課水防担当 0857-26-7386
〇〇県土整備事務所〇〇〇〇課 0000-00-0000

防災トリピー
防災情報の入手方法

鳥取県

あんしんトリピーメール

上記アドレスに、件名・本文を入力
せずにメールを送信してください。

●

●
※メールの送受信に必要な通信料は
利用者の負担となります。

登録方法

e-tottori-safe@xpressmail.jp

あんしんトリピーメールは登録いただいた方の携帯
電話やスマートフォン等に鳥取県内の防災情報
等をメールでお送りするサービスです。
登録料は無料です。

鳥 取 県
防災情報

鳥取県内の雨量、水位情
報のほか、気象情報（注意
報、警報）や土砂災害警
戒情報などが確認できます。

http://tottori.bosai.info/

▲QRコードからも
アクセスできます

鳥取県防災情報のアドレスはこちら

各観測地点の雨量・水位情報を確認できます！

鳥取県河川監視カメラ
提供システム

鳥取県内の主な河川のライブカメラ画像が見られます。

◀ QRコードからもアクセスできます

http://kasenkanshi-data.users.tori-info.co.jp/
▲ 鳥取県河川監視カメラ提供
システムへのアドレスはこちら

警戒レベル情報

鳥取県では、住民の皆様の安全・確実な避難行動につなげるため、様々な
防災情報を提供しております。
市町村から警戒レベル４が発令されたら、全員避難をしましょう。

●
アプリもあります!! ～あんしんトリピーなび～

鳥取県が提供する無料の総合防災アプリ「あんしん
トリピーなび」もあります。ぜひご利用ください。

2019年から、災害の高まりに応じて5段階の「警戒
レベル」を用いた避難情報が発令されています。
市町村から「警戒レベル③」や「警戒レベル④」が発
令された地域にお住まいの方は、安全な場所へ避
難をしましょう。

●

●

●

●

「警戒レベル」で避難のタイミングをお伝えします

川の水位情報 ～危機管理型水位計を増設しています～

▲川の水位情報QRコード▲

▲QRコードからも
アクセスできます

近年、洪水時に特化した「危機管理型水位計」
を増設しています。
「川の水位情報」ホームページで多くの河川の水
位情報が確認できます。

https://k.river.go.jp/
川の水位情報のアドレスはこちら●

●
危機管理型水位計の設置例


